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情報あらかると

国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
住
民
票
上

の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
く
て
も
、
そ
の
世
帯
に
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
い
る
場
合
（
こ

の
よ
う
な
世
帯
を
擬
制
世
帯
と
い
い
ま
す
）

に
は
、
保
険
証
は
世
帯
主
名
で
交
付
さ
れ
、

保
険
税
の
納
税
義
務
も
世
帯
主
（
こ
の
よ

う
な
世
帯
主
を
擬
制
世
帯
主
と
い
い
ま
す
）

に
課
せ
ら
れ
ま
す
。

国
保
の
世
帯
主
が
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
た
場
合
で
も
、
家
族
な
ど
が

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、

保
険
税
の
納
税
義
務
は
世
帯
主
に
あ
る
た

め
、
世
帯
主
に
世
帯
の
所
得
の
状
況
に
応

じ
た
保
険
税
の
納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

擬
制
世
帯
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
要
件

を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
世
帯
主
に

な
る
こ
と
を
希
望
す
る
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
か
ら
の
届
け
出
に
よ
り
、
国
民
健

康
保
険
上
の
世
帯
主
を
変
更
で
き
ま
す
。

保
険
証
は
変
更
後
の
世
帯
主
名
で
交
付

さ
れ
、
保
険
税
の
納
税
義
務
者
も
変
更
後

の
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

◎
世
帯
主
を
変
更
で
き
る
要
件

煙
擬
制
世
帯
主
が
世
帯
主
の
変
更
に
同
意

し
て
い
る
こ
と

煙
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
（
滞
納

が
な
い
こ
と
）

煙
変
更
後
の
世
帯
主
が
納
税
に
対
す
る
理

解
を
し
て
い
る
こ
と

煙
世
帯
主
変
更
後
も
各
種
届
け
出
の
義
務

や
保
険
税
の
納
付
義
務
の
確
実
な
履
行

が
見
込
め
る
こ
と

煙
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
上
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

◎
届
け
出
に
必
要
な
も
の

煙
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

煙
世
帯
主
変
更
届
出
書
（
市
役
所
や
各
支

所
に
あ
り
ま
す
）

煙
擬
制
世
帯
主
と
変
更
後
の
世
帯
主
の
印

か
ん

◎
世
帯
主
の
変
更
の
取
り
消
し

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

世
帯
主
の
変
更
を
取
り
消
し
し
ま
す
。

煙
擬
制
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合

煙
保
険
税
を
滞
納
し
た
場
合

▼
問
い
合
わ
せ

国
保
・
年
金
Ｇ

（
緯
碓８５
１
７
７
１
）

国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て

②
変
更
後
の
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座
振

替
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

※
納
付
書
に
よ
る
納
付
（
口
座
振
替
以
外

の
方
法
で
の
納
付
）
へ
の
変
更
は
で
き

ま
せ
ん
。

現
在
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

方
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
７
月
に
お
知
ら
せ

と
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
時
期
に
よ
り
、
年
金
か
ら

の
天
引
き
を
中
止
す
る
月
や
、
口
座
振
替

を
開
始
す
る
月
が

月
以
降
と
な
る
場
合

１１

が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

国
保
・
年
金
Ｇ

（
緯
碓８５
１
７
７
１
）

Ⅰ
を
交
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

消
防
署
（
緯
碓８５
２
５
５

１
）
ま
た
は
各
消
防
支
署

至
オ
ロ
フ
レ
峠

市
道
カ
ル
ル
ス
路
線

カ
ル
ル
ス
町

サンライバ
スキー場

ホテル
岩井

←通行止め
解除区間

登別
カントリー
倶楽部

至幌別

新登別大橋
登別温泉町

至登別

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
方
を

変
更
で
き
ま
す

月
か
ら
開
始
さ
れ
る
国
民
健
康
保
険

１０
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

に
つ
い
て
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
方
は
、

申
請
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
方

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

①
直
近
２
年
間
の
国
民
健
康
保
険
税
に
滞

納
が
な
く
、
納
期
ま
で
に
納
付
し
て
い

る
こ
と
。

９
月
９
日
は
『
救
急
の
日
』

救
急
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

～
救
急
車
が
来
る
ま
で
に
～

▼
日
時

９
月
７
日
日

時
～

時

１３

１６

▼
場
所

市
民
プ
ー
ル
『
ら
く
あ
』
研
修

室
▼
種
別

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

▼
内
容

心
肺
そ
生
法
実
技
、
自
動
体
外

式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
実
技
、
止
血

法
な
ど

▼
定
員

人
（
申
込
順
）

３０

▼
参
加
料

無
料

▼
申
込
方
法

８
月

日
金
ま
で
に
消
防

２９

署
ま
た
は
各
消
防
支
署
に
備
え
付
け
の

受
講
申
込
書
に
よ
り
、
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い

※
講
習
終
了
後
、
普
通
救
命
講
習
修
了
証

市
道
通
行
止
め
解
除

の
お
知
ら
せ

道
路
改
良
工
事
の
た
め
、
５
月
１
日
木

か
ら
８
月

日
日
ま
で
通
行
止
め
し
て
お

３１

り
ま
す
次
の
市
道
の
、
通
行
止
め
を
解
除

し
ま
す
。

皆
さ
ん
に
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た

し
ま
し
た
。

◎
市
道
カ
ル
ル
ス
路
線

▼
解
除
す
る
日

９
月
１
日
月

▼
区
間

登
別
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽
部
付
近

～
ホ
テ
ル
岩
井
付
近

▼
問
い
合
わ
せ

土
木
公
園
Ｇ

（
緯
碓８５
３
２
６
０
）


